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諮問庁：北九州市教育委員会 

諮問日：令和６年５月２２日（諮問第１８３号） 

答申日：令和７年１月２４日（答申第１８３号） 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

本審査請求の対象となった行政文書の開示請求につき、一部を不開示とした決

定は妥当である。 

 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

審査請求人（開示請求者）が開示請求した文書の範囲は２０１７年度～２０２

１年度までの文書である。北九州市教育委員会が実際に一部開示した電子データ

は２０１８年度から２０２１年度の文書であり、２０１７年度の文書は含まれて

いなかった。 

行政文書の開示請求受付日は２０２３（令和５年）３月３１日であり、２０２

２年度内である。いじめに関する報告書の保存期間が５年間であるとすれば、２

０１７年度の文書も一部開示の対象となるため、開示していただきたい。 

よって、令和５年５月２９日北九教学徒第７９号による審査請求人に対する行

政文書一部開示決定処分を取り消し、決定のやり直しを求める。 

 

 ２ 審査請求の理由 

審査請求人が審査請求書及び反論書で主張している審査請求の主たる理由は、

次のように要約される。 

⑴ ２０２３年３月３１日付で受付された行政文書開示請求内容は、いじめに関

する報告書等であり、文書の開示請求範囲は、２０１７年度から２０２１年度

まで（２０１７年４月～２０２２年３月末）である。 

⑵ 一般的に公文書の保存期間は、その内容によって１年、３年、５年・・・と  

決められている。文科省の通知や各種報告書の保存期間は５年間となっている

ことが一般的である。 

  北九州市教育委員会が保管している公文書の中で、いじめに関する報告書の

保存期間が５年間であるとすると、２０１７年度の文書は２０２３年３月３１

日まで保存されることになる。公文書開示請求受付日は２０２３年３月３１日

であり、その時点で２０１７年度のいじめに関する報告書は保管されているこ

とになる。 
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⑶ また、行政文書（公文書）開示（公開）請求は、その請求書の受付日に存在

している文書の中から請求内容に合わせて文書が特定されることが一般的であ

る。２０２３年３月３１日は２０２２年度内であり、その時点で２０１７年度

の５年間保存の文書は存在しているので、文書の特定の対象となる。 

⑷ 開示請求受付日は、２０２２年度中である２０２３年３月３１日なので、い

じめに関する報告書の保存期間が５年であるとすれば、２０１７年度の文書も

一部開示の対象である。 

⑸ 情報公開制度には、誰でも開示請求ができ、決定に不服があれば「誰でも」

審査請求する権利を有することが盛り込まれていることが一般的である。「誰で

も」というのは、情報公開制度に慣れていない方も当然含まれており、反論書

の提出についてある程度十分考える時間の設定が求められる。 

北九州市の情報公開制度は、市民（北九州市以外の人も含む）の知る権利を

十分保障するものになっているのだろうかという問題や市民にとって使いやす

い制度にしようと努力しているのだろうかという問題があるように感じられる

ことから、弁明書に対する反論書の提出は必須であり、反論書等を出すことに

意味があると考える。 

⑹ ２０１７年度から５年間分のいじめの報告書について、北九州市教育委員会

の他に、他の自治体へ２０２３年３月末、開示（公開）請求した。現在、全て

の自治体の決定の結果が出ているわけではないが、開示請求日が繁忙期であっ

たという理由で開示を拒否している自治体は北九州市以外にはない。 

⑺ 請求内容が明瞭でない、対象範囲が不明であるという場合は、開示請求者に

問い合わせをするなどして、円滑に文書特定ができるように配慮する自治体

も、北九州市以外では存在する。 

⑻ 北九州市教育委員会は「（文書の）特定に至るまで、相当の期間を要した。よ

って、開示請求に係る行政文書を特定した際に、２０１７年度の対象文書は存

在しなかったことから、不存在とした。」と主張している。 

この北九州市教育委員会の主張は、「文書を探しているうちに文書がなくなっ

たので、文書は不存在である。」と解釈できる。これは「請求日には文書は存在

していたが、探しているうちに文書は保存期間が過ぎて捨ててしまったので決

定日には文書はない」という意味だと考える。 

⑼ 北九州市の説明は、決定日に存在している文書が開示の対象であり、請求日

に存在していても決定が出る日までに文書が廃棄されたら、文書は不存在の非

開示となるということである。 

 この北九州市の運用が問題ないということであれば、実施機関が開示したく

ない公文書は様々な理由を付けて決定期間を延長し、その延長している間に文

書を廃棄して不存在の非開示決定とすることが可能になる。実施機関の一存で
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開示しなくてもいいようにできるのであれば、情報公開条例の趣旨に反し、市

民の知る権利は保障されない。 

⑽ ３月の年度末に開示請求をする必要がある理由は、年度が変わると廃棄の対

象になる文書があるからである。文書保存に期間が設定されているので、文書

が存在するうちに開示請求しなければいけない。 

⑾ 開示請求者は開示請求をする時期に配慮する必要はあるかについて、情報公

開制度は、一般市民が行政機関の業務に関係する行政文書を知ることができる

制度であり、いつでも開示請求することができることになっている。 

  請求者は、実施機関の繁忙期に請求してしまうことがあるが、そういう場合

に備えて、期間延長や特例延長というものが設定されている。 

 実施機関の職員が「忙しい」という理由で開示を拒否することはできないと

考える。 

 

第３ 処分庁の説明の要旨 

１ 審査請求に至る経緯 

本件は、令和５年３月２９日付けで、審査請求人より北九州市情報公開条例

（平成１３年北九州市条例第４２号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づ

き、本件対象文書の開示請求があり、それに対し、令和５年５月２９日付け北九

教学徒第７９号により行政文書一部開示決定を行った。 

当該決定について、これを不服として同年８月３１日付けで本審査請求が提起

されたものである。 

 

２ 原処分の理由 

処分庁が弁明書及び意見聴取で主張している原処分の主たる理由は、次のように

要約される。 

本件審査請求の争点は、開示請求文書の有無の点にあるが、次の理由で、本件

処分は正当である。 

⑴ 行政文書開示請求における開示対象文書については、開示請求に関する文書

を特定した際に、保存・保管されている文書が開示対象文書となる。 

⑵ 本件については、年度当初の繁忙期に、複数の行政文書開示請求が行われた

ため、開示請求に係る行政文書の検索、開示・不開示等の審査、開示決定等の

通知書の作成等に相当な期間を要することから、開示決定期間を令和５年５月

２９日まで延長した。 

⑶ 行政文書開示請求書における「請求する行政文書の名称又は内容」では、「２

０１７年度～２０２１年度まで 北九州市立学校（小学校・中学校・義務教育

学校・高等学校・特別支援学校等）から北九州市教育委員会へ提出された「い
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じめ（生徒間・教職員によるもの等全て、軽微なもの・重大なもの問わず全て

の内容）」に関する報告書等全て」について請求されており、関連性の程度が異

なることから、特定に至るまで、相当の期間を要した。 

⑷ 開示請求に係る行政文書を特定した際に、２０１７年度の対象文書は存在し

なかったことから、不存在とした。 

 

３ よって、本件処分は正当であるから、本件審査請求を棄却するとの裁決を求め

る。 

 

第４ 審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、審議を行った。 

① 令和６年 ５月２２日  諮問の受付 

② 令和６年 ７月３１日  審議 

③ 令和６年１０月１６日  処分庁からの意見聴取、審議 

④ 令和６年１１月２６日  審査請求人からの意見聴取、審議 

⑤ 令和６年１２月２４日  審議 

 

第５ 審査会の判断の理由 

当審査会は、審査請求の対象となった本件対象文書の一部開示決定について、審

査請求人及び処分庁の主張を具体的に検討した結果、以下のとおり、判断する。 

 

 １ 原処分に係る法令等の定めについて 

⑴ 条例第７条柱書について 

条例第７条柱書は、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る

行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開

示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない」と規定し、同条第

１号ないし第７号に列挙する不開示情報を除き原則開示すべき旨を定めてい

る。 

⑵ 条例第７条第１号（個人に関する情報）について 

条例第７条第１号は、「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関す

る情報を除く。）であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報

と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、な

お個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報と規定した上で、

個人に関する情報であっても、ただし書アの「法令の規定により又は慣行とし

て公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、ただし書イの「人の生
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命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認めら

れる情報」及びただし書ウの「公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内

容に係る部分」については、本号の不開示情報から除くこととしている。 

本号は、個人の権利利益の十分な保護を図るため、特定の個人が識別される

情報について不開示とすることを定めたものである。 

⑶ 条例第７条第６号（事務・事業情報）について 

条例第７条第６号は、「市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体

若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にす

ることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務

又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示情報として

おり、同号アからオまで例示列挙している。 

本号は、市の機関等が行う事務又は事業の適正な遂行を確保する観点から、

当該事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報について、不開示と

することを定めたものである。 

⑷ 条例第７条第７号（法令秘情報）について 

条例第７条第７号は、「法令の定めるところにより又は実施機関が法令上従う

義務を有する国等の機関の指示により、公にすることができない情報」を不開

示情報として規定している。 

 本号は、法令の規定により公にすることが禁止されている情報は、この条例

による開示請求に対しても不開示とすることを定めるとともに、実施機関が法

令上従う義務を有する国等の機関から公にしてはならない旨の指示がなされた

情報についても不開示とすることを定めたものである。 

⑸  北九州市教育委員会文書規程第３条（北九州市文書管理規則の例）について 

  教育委員会の文書の取扱いについては、北九州市教育委員会文書規程（昭和

４７年教育委員会訓令第１号）第３条に「（前略）委員会事務局の文書等の取扱

いについては、北九州市文書管理規則（平成１４年北九州市規則第２６号）の

規定の例による」と規定され、教育委員会事務局の文書の取扱いは、北九州市

文書管理規則と同じ取扱いをすることとされている。 

⑹  北九州市文書管理規則第２９条（文書の保存期間等）について 

北九州市文書管理規則第２９条第１項に「文書等の保存種別、保存期間及び

保存期間の基準は、別表のとおりとする」と規定され、保存期間については、

その別表において「照会、回答、通知、報告等に関するもので重要なもの」は

「５年間」、「照会、回答、通知、報告等に関するもの（重要及び軽易なものを

除く。）」は「３年間」、「照会、回答、通知、報告等に関するもので軽易なも

の」は「１年間」とされている。 

  また、保存期間の延長について、同条第３項に「次の各号に掲げる文書等に
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ついては、前２項の保存期間の満了の日後においても、当該各号に定める期間

が経過する日までの間保存期間を延長することものとする」と規定され、行政

文書の開示請求に係るものについては、同条第３項第４号に「北九州市情報公

開条例第５条の規定による開示の請求があったもの 同条例第１１条第１項又

は第２項の決定の日の翌日から起算して１年間」と規定されている。 

⑺  北九州市文書管理規則第４１条（保存文書の廃棄等）について 

  北九州市文書管理規則第４１条第１項に「文書主管課長は、保存期間が満了

した保存文書を速やかに廃棄しなければならない」と規定されている。 

 

 ２ 本件対象文書と不開示情報が含まれる文書について 

本件対象文書は、北九州市立学校（小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・

特別支援学校等）から北九州市教育委員会へ提出された「いじめ（生徒間・教職員

によるもの等全て、軽微なもの・重大なもの問わず全ての内容）」に関する報告書

等全てに関する文書であり、不開示情報が含まれる文書は、「いじめに関する実態

調査」、「Ａ表－暴力行為等非行問題状況調査」、「Ｂ表－生徒間暴力【同一校・他校

間】」、「いじめに関するアンケート実施報告書」、「問題行動調査にあるいじめの該

当ページ」である。 

 

３ 原処分の不開示部分の条例第７条該当性について 

⑴ 条例第７条第１号に該当するとして処分庁が不開示としたのは、次のとおりであ 

 る。 

行政文書名 不開示情報 

いじめに関する実態調査 該当月、項目１～１２ 

Ｂ表－生徒間暴力【同一校・他校間】 同時に発生した行為等の有無、 

項目１～１２ 

 これらの不開示情報については、個人に関する情報であって、特定の個人を識

別することができる情報である。 

よって、条例第７条第１号に該当し、不開示が妥当である。 

⑵ 条例第７条第６号に該当するとして処分庁が不開示としたのは、次のとおりであ 

る。 

行政文書名 不開示情報 

いじめに関する実態調査 学校名、識別番号、月 

Ａ表－暴力行為等非行問題状況調査 提出年月、学校名、件数、加害児

童生徒数、内容、授業不定着児童

生徒数 

Ｂ表－生徒間暴力【同一校・他校間】 月、学校名 
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いじめに関するアンケート実施報告書 児童生徒数、アンケート実施人

数、９月アンケートでのいじめ認

知件数、解消又は一定の解消をし

ている件数（９月） 

 これらの不開示情報は、生徒に対する指導方針等に関する情報であって、いじ

めの実態を的確に把握し解決するという当該事務の性質上、公にすることにより、

当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることが認められる。 

よって、条例第７条第６号に該当し、不開示が妥当である。 

⑶ 条例第７条第７号に該当するとして処分庁が不開示としたのは、次のとおりであ 

 る。 

行政文書名 不開示情報 

問題行動調査にあるいじめの該当ページ 記載内容すべて 

  この不開示情報は、調査票情報等の利用制限を規定した統計法（平成１９年法

律第５３号）第４０条に基づく情報であり、法令の規定により公にすることが禁

止されている情報であることが認められる。 

  よって、条例第７条第７号に該当し、不開示が妥当である。 

⑷ ２０１７年度（平成２９年度）の文書の不存在について 

  本件対象文書は、２０１７年度（平成２９年度）から２０２１年度（令和３

年度）までのいじめに関する報告書であり、本件開示請求が２０２３年３月２

９日（令和４年度）に行われていること、また、当該文書の保存期間が第３種

５年間であるから、２０１７年度（平成２９年度）の文書は開示対象文書とな

る。 

 当審査会が２０１７年度（平成２９年度）の文書について、その廃棄時期を

確認した結果、令和５年４月１日以降に当該文書のデータを削除したとのこと

であった。 

保存期間が満了した文書の取扱いについては、北九州市文書管理規則第４１

条第１項の「文書主管課長は、保存期間が満了した保存文書を速やかに廃棄し

なければならない」との規定により、処分庁は平成２９年度の文書を廃棄した

と主張しているが、情報公開制度においては、開示請求時点において実施機関

が保有している行政文書であれば、たとえ保存期間を満了した文書であって

も、開示請求の対象となるのであり、その後の保存期間の満了を理由として廃

棄することは、市民の知る権利の尊重を目的とする条例の趣旨に反するという

べきである。 

 しかしながら、実際に当該文書が廃棄されてしまっており、存在しない以

上、文書不開示とした処分庁の原処分それ自体が違法であるとはいえない。 
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４ 審査請求人のその他の主張について 

  審査請求人のその他の主張は、いずれも当審査会の前記判断を左右するもので

はない。 

  

５ まとめ 

以上のことから、原処分は違法とはいえず、本審査請求に理由がないと認めら

れることから、前記第１のとおり判断する。 

 

６ 付帯意見 

   前記３、⑷で述べたとおり、情報公開制度においては、開示請求時点において

実施機関が保有している行政文書であれば、たとえ保存期間を満了した文書であ

っても、開示請求の対象となる。 

開示請求のあった行政文書を開示決定前に廃棄することは、市民の知る権利の

尊重を目的とする条例の趣旨に反する結果となるから、年度末の開示請求であっ

た等の事情があったとしても、当該文書は保存期間が満了していないことに配慮

する必要があった。 

 処分庁におかれては、本市の情報公開制度の適正な運用をされるよう、一層の

適切な文書管理に努められたい。 
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